
那珂川市

筑紫野市 税務課

大野城市

太宰府市

春 日 市

税務課

市税課

税務課

税務課

申告期限　令和8年2月2日



　市税につきましては、平素から格別のご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
　さて、固定資産税は、土地・家屋のほか償却資産についても課税されます。償却資産の所有者は
毎年 1月 1日（賦課期日）現在所有している償却資産について、申告していただく必要があります。
　つきましては、申告用紙を同封しましたので、この「申告の手引」を参照の上、申告書を作成し、
期限までに提出していただきますようお願いします。



※那珂川市、春日市及び大野城市は同封していません。

※那珂川市、春日市及び大野城市は同封していません。

2 月 2日
※事務処理の都合上なるべく「1月中旬」までに申告してくださいますようご協力をお願いします。

第１　償却資産の申告について

１　申告していただく方

２　申告の方法と提出書類

３　申告期限

　毎年1月1日現在、市内に土地及び家屋以外の事業用の償却資産（市内で貸し付けている資産も含む）
を所有している法人又は個人

　申告書はeLTAXによる電子申告、郵送または窓口へ提出してください。
　申告書の控えが必要な方は、提出前に申告書をコピーしてください。
　また、郵送で提出される方で、申告書控えに受付印を押したものが必要な方は、必ず申告書控えと返信
用封筒（切手を貼ったもの）を同封してください。

●　本年度から初めて申告される方（初めて申告書が届いた方）

●　前年度に申告されている方

●　廃業、解散、営業譲渡された方

提出書類

提出書類

提出書類

注 意 点

注 意 点

注 意 点

記 載 例

記 載 例

記 載 例

・償却資産申告書
・種類別明細書（増加資産・全資産用）

・償却資産申告書
・種類別明細書（増加資産・全資産用）
・種類別明細書（減少資産用）

・償却資産申告書
・種類別明細書（減少資産用）
・償却資産申告書の備考欄にその旨を記入してください。
・営業譲渡された方は、譲渡先も記入してください。

・前年中に増加・減少した資産を、それぞれ種類別明細書に記入してください。
・前年前に取得した申告漏れ資産、移動してきた資産は種類別明細書（増加資産・全資産用）
　に記入してください。
・種類別明細書（減少資産用）は、減少した資産のみを記入してください。
・増加、減少した資産がない場合は、申告書の備考欄へ「資産の増減なし」と記入されるか、
　該当事項選択の「2.資産の増減なし」を“○"で囲んで申告書のみ提出してください。

・毎年1月1日現在、市内に所有している償却資産を全て申告してください。
・償却資産をお持ちでない方は、申告書の備考欄へ「該当資産なし」と記入されるか、該当事
　項選択の「3.該当資産なし」を“○"で囲んで提出してください。
9～10ページ

9～11ページ

9、11ページ

※前年度までに申告された全ての資産は、種類別明細書（増加資産・全資産用）に印字されています。
（自社の電算処理で、全資産を申告されている一部の方は印字されていません。）



〒818−8686　福岡県筑紫野市石崎１丁目１番１号
筑紫野市役所　市民生活部税務課　固定資産税担当
TEL 092−923−1111（代表） FAX 092−923−1134

〒816−8501　福岡県春日市原町３丁目１番地５
春日市役所　市民部税務課　資産税担当
TEL 092−584−1111（代表） FAX 092−584−1141

〒816−8510　福岡県大野城市曙町２丁目２番１号
大野城市役所　市民生活部市税課　固定資産税担当
TEL 092−580−1829（直通） FAX 092−592−6286

〒818−0198　福岡県太宰府市観世音寺１丁目１番１号
太宰府市役所　市民生活部税務課　固定資産税係
TEL 092−921−2121（代表） FAX 092−921−2149

〒811−1292　福岡県那珂川市西隈１丁目１番１号
那珂川市役所　市民生活部税務課　固定資産税担当
TEL 092−953−2211（代表） FAX 092−953−0688

https://www.eltax.lta.go.jp

４　提出先（償却資産が所在する市へ）

●筑紫野市

●大野城市

●太宰府市

●那珂川市

●春 日 市







　家屋の附帯設備のうち、家屋の所有者以外のテナント（入居者）等が、その事業の用に供するために取
り付けたものは、（5）の表の区分に関わらず、家屋に属する部分も含めて償却資産の申告の対象となり
ます。

6

＜償却資産と家屋の区分表＞

設備等の種類 設備等の分類 設備等の内容
家屋と設備等の所有関係
同じ場合 異なる場合
家屋 償却資産 家屋 償却資産

建築工事 内装・造作等 床・壁・天井仕上、店舗造作等工事一式 ○ ◎

電気設備

受変電設備 設備一式（キュービクル等） ◎ ◎
予備電源設備 発電機設備、蓄電池設備、無停電電源設備等 ◎ ◎
中央監視設備 設備一式 ◎ ◎

電灯設備 屋外設備一式 ◎ ◎
屋内設備一式、非常用照明設備 ○ ◎

電力引込設備 引込工事 ◎ ◎

動力配線設備 特定の生産又は業務用設備 ◎ ◎
上記以外の設備（エレベーター、空調設備用等） ○ ◎

電話配線設備 電話機、交換機等の機器 ◎ ◎
配管・配線、端子盤等 ○ ◎

LAN設備 設備一式 ◎ ◎

放送・拡声設備 マイク、スピーカー、アンプ等の機器 ◎ ◎
配管・配線等 ○ ◎

インターホン設備 集合玄関機、親機・子機等　 ○ ◎
監視カメラ
（ITV）配線設備

受像機（テレビ）、カメラ、録画装置等の機器 ◎ ◎
配管・配線等 ○ ◎

避雷設備 設備一式 ○ ◎
火災報知設備 設備一式 ○ ◎

給排水衛生設備

給排水設備 屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備 ◎ ◎
配管、高架水槽、受水槽、ポンプ等 ○ ◎

給湯設備
局所式給湯設備（電気温水器・湯沸器用） ◎ ◎
局所式給湯設備（ユニットバス用、床暖房用等）
中央式給湯設備 ○ ◎

ガス設備 屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備 ◎ ◎
屋内の配管等 ○ ◎

衛生設備 設備一式（洗面器、大小便器等） ○ ◎

消火設備
消火器、避難器具、ホース及びノズル、ガスボン
ベ等 ◎ ◎

消火栓設備、スプリンクラー設備等 ○ ◎

空調設備
空調設備

ルームエアコン（壁掛型）、特定の生産又は業務用
設備 ◎ ◎

上記以外の設備 ○ ◎

換気設備 特定の生産又は業務用設備 ◎ ◎
上記以外の設備 ○ ◎

その他の
設備等

運搬設備
工場用ベルトコンベア、垂直搬送機 ◎ ◎
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降
機等 ○ ◎

厨房設備

その他の設備

飲食店・ホテル、寮・病院・社員食堂等の厨房設備 ◎ ◎
上記以外の設備 ○ ◎
簡易間仕切（衝立）、メールボックス、カーテン・
ブラインド等 ◎ ◎

外構工事 外構工事 工事一式 ◎ ◎

※　主な設備等の例示。家屋と設備等の所有者が異なる場合はすべて償却資産申告の対象です。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜



固定資産税（償却資産）の取扱い項　　　　目

償 却 計 算 の 期 間 暦年（賦課期日制度）

国税の取扱い

事 業 年 度

月 額 償 却

認められます

認められます

認められます

備忘価額（1円）

原則として区分評価

減 価 償 却 の 方 法

半 年 償 却

認められません

認められません

認められません

取得価額の100分の5

認められます認められません

認められます認められません

圧 縮 記 帳 の 制 度

改 　 　 良 　 　 費

建物として一括で償却

特別償却・割増償却

前年中の新規取得資産

評 価 額 の 最 低 限 度

（租税特別措置法）

増 　 加 　 償 　 却
（所得税法・法人税法）

中小企業者等の少額資産
の損金算入の特例
（租税特別措置法）

区 分 評 価
（改良を加えられた資産と改良費を区分して評価）

定率法（固定資産税定率法）

一般の資産は固定資産評価基準別表

第15に定められた減価率を用いる（法

人税法等の旧定率法で用いる減価率

と同様）

一般の資産は、定率法・定額法の

選択制

（※1）

（※2）

（※1）　法人税等の減価償却の方法は平成24年4月1日以後に取得した資産については定額法、定率法（200％定率法）のいず

れかを、平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した資産については定額法・定率法（250％定率法）のいずれ

かを、平成19年3月31日以前に取得した資産については、旧定額法・旧定率法のいずれかを、それぞれ適用してもよい

とされていますが、固定資産税では、鉱業用坑道の評価を除き全て旧定率法で評価し、取得価格の5％が最低限度額

となります。

（※2）　圧縮記帳の制度は認められませんので、国庫補助金等で取得した資産で取得価額を圧縮したものについては、圧

縮前の取得価額を記入してください。

7
　リース資産のうち、資産の所有権が移転しないリース（所有権移転外リース）については、原

則として、その資産の所有者であるリース会社に申告義務があります。

　リース会計基準の変更により、税務会計上は売買取引として取り扱われますが、償却資産（固

定資産税）においては、従前のとおり申告義務はリース会社にあります。

　ただし、4ページ（4）の図のとおり取得価額が20万円未満の場合は課税客体とはなりません。

リース資産の取り扱いについて
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令和○○年○月○日
令和○○年度

6830000
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1431500 571500

1300000 1300000
6830000

3000000
860000

0
0

11990000130000057150011261500

○○○－△△△－□□□□

株式会社　○○リース



令和 年度

注意　「増加事由」の欄は、1新品取得 . 2中古品取得 . 3移動による受入れ . 4その他　のいずれかに○印を付けてください。

資産の種類は、１種から６種までを記載してください。
（３ページを参照してください。）

①　資産の種類

資産の名称は、漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字を使用して30字
以内で記載してください。（濁点、半濁点も１字に数えます。）

②　資産の名称等

資産の数量を記載してください。③　数　　　　量
資産を取得した年月を記載してください。年号は次の数字で記載してください。
“昭和”� “３”、“平成”� “４”、“令和”� “５”

④　取 得 年 月

資産の取得された価額を記載してください。なお、消費税は、会計処理として税込
経理処理方式を採用している場合には、それを含めた金額で記載してください。

⑤　取 得 価 額

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に掲げる耐用年数を記載してください。
※ただし、申告漏れや移動受け入れによって今回初めて申告される資産がある場合
は、従前の耐用年数と改正後の耐用年数が分かるように、
“改正前耐用年数”→“改正後耐用年数”の形式で記載してください。

⑥　耐 用 年 数

該当する事由の番号を“○”で囲んでください。
　１：新品取得、２：中古品取得、３：移動により受け入れ、４：その他

⑦　増 加 事 由

課税標準の特例が適用される資産、非課税資産についてはその適用条項を記載して
ください。

⑧　摘 　 　 要

ページごとに増加した取得価額の合計を記載してください。⑨　小 　 　 計

　前年１月２日から本年１月１日までにおいて、新たに取得した資産及び前年前に申告漏れになっていた資
産を記載してください。（例：令和8年度申告対象　令和7年１月２日～令和8年１月１日）
　ただし、初めて申告される方は、本年１月１日現在所有している資産を全部記載してください。
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320000 14
5600000 14
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5

5

1 5 04　4

1 4 26　7

1 4 26　8
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1 4 20 12

1 4 21 10

1 4 20 11
1 4 18　7
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※那珂川市及び大野城市は同封していません。送付した「種類別明細書」の該当資産を赤線で抹消し、減少事由を記入してください。
※春日市は同封していません。春日市のホームページからダウンロードしてください。

令和 年度

減少する数量を右詰めで記載してください。①　数　　　　量
減少した資産の取得価額を記載してください。②　取 得 価 額

移動先の市町村名等を記載してください。また、売却した場合は、売却先等を記載
してください。

④　摘 　 　 要

ページごとに減少した取得価額の合計を記載してください。⑤　小 　 　 計

該当する事由、区分の番号を“○”で囲んでください。
　事由（１売却　２滅失　３移動　４その他）
　区分（１全部　２一部）

③　減少の事由
　  及 び 区 分

　前年１月２日から本年１月１日までにおいて、売却、滅失、他市町村への移動等で減少した資産について
申告してください。

1 4 14　1 84 000

105 000

120 000
262 500

571500

1 4 20　7

1 4 22　1

1 4   6　7



令和8年度版


